
熊本県合併市町村支援アドバイザー派遣要項 
 
（目的） 
第１条 人口減少時代における地方創生の取組として、合併市町村の新しいまちづくり
や課題解決等を支援するため、平成１４年７月に策定・公表した「熊本県市町村合併
支援プラン」及び平成１８年９月に策定・公表した「熊本県新市町村合併支援プラン」
に基づき、熊本県合併市町村支援アドバイザー派遣事業を行うものとする。 

 
（派遣対象団体） 
第２条 合併市町村支援アドバイザーの派遣対象団体は、熊本県内において平成１５年
３月３１日以後に合併した市町村とする。 

 
（任務） 
第３条 合併市町村支援アドバイザーは、派遣対象団体の依頼に基づき、次の各号に掲
げる項目について、具体的な方策に関する助言又は情報の提供等を行うものとする。 

 （１）合併市町村の新しいまちづくり又は合併に伴う課題の解決に関すること 
 （２）合併市町村の行政体制の整備に関すること 
 （３）合併を契機とした政策の重点化に関すること 
（４）その他熊本県総務部市町村・税務局市町村課長（以下「市町村課長」という。）

が特に必要と認めるもの 
 
（依頼） 
第４条 合併市町村支援アドバイザーの派遣を希望する派遣対象団体は、合併市町村支
援アドバイザー派遣申請書（様式第１号）に必要事項を記入し、市町村課長に提出す
るものとする。 

 
（選任） 
第５条 市町村課長は、派遣対象団体から合併市町村支援アドバイザーの派遣の依頼が
あったときは、その依頼内容を検討し、必要と認めるときは、別に定める各部局のア
ドバイザー派遣制度に基づくアドバイザー又は専門的知識を有する職員のうち、最も
適した知識と経験を有する者から、合併市町村支援アドバイザーを選任し、派遣する
ものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村課長は、派遣対象団体からの要望に基づき、特に
必要と認める者を合併市町村支援アドバイザーとして選任し、派遣することができる
ものとする。 

 
（報告） 
第６条 合併市町村支援アドバイザーの派遣を受けた派遣対象団体は、事業が完了した
日から１０日以内に合併市町村支援アドバイザー派遣事業実施報告書（様式第２号）
を市町村課長に提出しなければならない。 

 
（その他） 
第７条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
 
   附 則 
 この要項は、平成１５年９月３０日から施行する。 
   附 則 
 この要項は、平成１６年４月 １日から施行する。 
   附 則 
 この要項は、平成１８年９月１１日から施行する。 

附 則 
 この要項は、平成２３年４月２０日から施行する。 
   附 則 
 この要項は、平成２５年５月 ９日から施行する。 
   附 則 
 この要項は、平成２７年５月 ８日から施行する。 
 


